
報 告 案 件 一 覧 表（既存店の変更届出等） 
 
ＮＯ 届出日 店舗の名称 

（市町村名） 
小売業者 変更事項 変更日 市町村意見 住民意見 県意見 

１ 15.7.1 ｴｷｽﾎﾟﾃﾞｼﾞﾀﾙｾﾝﾀｰ富里

ｲﾝﾀｰ店（富里市） 
ﾋﾟｰｼｰﾃﾞﾎﾟｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

㈱（ﾊﾟｿｺﾝｼｮｯﾌﾟ） 
閉店時刻の変更（21:00
→23:00）ほか 

15.7.2 なし なし なし 
16.2.3 

 ２ 15.7.9 鈴木ビル 
（船橋市） 

㈱ヨークマート 
（食料品スーパー） 

閉店時刻の変更（21:00
→23:00）ほか 

15.7.12 なし なし なし 
16.2.3 

３ 15.7.9 清宮ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞビル 
（成田市） 

㈱ヨークマート 
（食料品スーパー） 

閉店時刻の変更（21:00
→23:00）ほか 

15.7.12 なし なし なし 
16.2.3 

４ 15.7.9 利根川ビル 
（船橋市） 

㈱ヨークマート 
（食料品スーパー） 

閉店時刻の変更（21:00
→23:00）ほか 

15.7.12 なし なし なし 
16.2.3 

５ 15.7.9 夏鈴ビル 
（船橋市） 

㈱ヨークマート 
（食料品スーパー） 

閉店時刻の変更（21:00
→23:00）ほか 

15.7.12 なし なし なし 
16.2.3 

６ 15.7.10 津田沼ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸｴｱｰ 
（習志野市） 

㈱イトーヨーカ堂ほ

か（ＧＭＳ） 
閉店時刻の変更（21:50
→23:00）ほか 

15.8.1 なし なし なし 
16.2.3 

７ 15.7.10 船橋ツインビル 
（船橋市） 

㈱イトーヨーカ堂ほ

か（ＧＭＳ） 
閉店時刻の変更（21:00
→22:00）ほか 

15.7.11 なし なし なし 
16.2.3 

８ 15.7.11 ヨークマート咲が丘

店（船橋市） 
㈱ヨークマート 
（食料品スーパー） 

閉店時刻の変更（21:00
→21:45）ほか 

15.7.12 なし なし なし 
16.2.3 

９ 15.7.8 野田川間岡部ビル 
（野田市） 

㈱ヨークマート 
（食料品スーパー） 

閉店時刻の変更（21:00
→23:00）ほか 

15.7.12 あり 
（対応済み） 

なし なし 
16.1.27 

１０ 15.7.8 岡本ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 
（流山市） 

㈱ヨークマート 
（食料品スーパー） 

閉店時刻の変更（21:00
→23:00）ほか 

15.7.8 なし なし なし 
16.2.3 

 



 
ＮＯ 届出日 店舗の名称 

（市町村名） 
小売業者 変更事項 変更日 市町村意見 住民意見 県意見 

１１ 15.7.10 松戸ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ三井生

命松戸ビル（松戸市） 
伊勢丹 
（百貨店） 

駐車場の出入口の数の増

（８ヶ所→９ヶ所）ほか 
15.7.17 なし なし なし 

16.1.27 
１２ 15.7.8 イトーヨーカ堂君津

店（君津市） 
㈱イトーヨーカ堂ほ

か（ＧＭＳ） 
閉店時刻の変更（21:00
→23:00）ほか 

15.7.9 あり 
（対応済み） 

なし なし 
16.2.23 

１３ 15.8.1 斉藤ビル 
（四街道市） 

㈱イトーヨーカ堂ほ

か（ＧＭＳ） 
閉店時刻の変更（21:00
→23:00）ほか 

15.8.2 なし なし なし 
16.2.23 

１４ 15.8.6 マルエツ東習志野店 
（船橋市） 

㈱マルエツ 
（食料品スーパー） 

閉店時刻の変更（24:00
→２４時間）ほか 

15.9.2 なし なし なし 
16.2.23 

１５ 15.8.6 もねの里ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗ

ｻﾞ（四街道市） 
㈱三徳ほか 
（食料品スーパー） 

閉店時刻の変更（21:00
→24:00）ほか 

15.8.7 なし なし なし 
16.2.23 

１６ 15.8.11 西友下総中山店 
（船橋市） 

㈱西友 
（食料品スーパー） 

閉店時刻の変更（23:00
→1:00）ほか 
荷捌き時間の変更（6:00
～17:00→6:00～22:00） 

15.9.10 
 
15.10.1 

なし なし なし 
16.2.23 

 



報告案件 １                 変更事項届出の概要（法附則第５条第１項） 
 
 報告案件の概要                                       ＜店舗概要＞ 

（１） 大規模小売店舗の名称：エキスポデジタルセンター富里インター店 
（２） 所在地       ：富里市七栄５３２番地１１７ 
（３） 建物設置者     ：小倉 治郎 
（４） 小売業者名     ：ピーシーデポコーポレーション株式会社（パソコンショップ） 
（５） 変更しようとする事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻 
 （変更前） 午後８時 

（変更後） 午後１１時 
 

     ②来客が駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前） 午前９時３０分～午後８時３０分 

（変更後） 午前９時３０分～午後１１時３０分 
      
     変更年月日  平成 1５年７月２日 
（６）処理経過： 

    ①届出日     平成１５年７月１日 
    ②公告縦覧期間  平成１５年７月１５日～１５年１１月１５日 
    ③説明会     日時：平成１５年７月２９日 ①午後４時～ ②午後６時～ 
                 
（７）市町村・住民等の意見： 
   ・富里市の意見  なし 
   ・住民等の意見  なし 
（８）県の意見   「意見なし」   平成１６年２月３日通知 
  ＜理由＞ 

１ 当該変更は、営業時間等を変更するものでその変更が夜間に及ぶものであるが、騒音等の予測結果が指針による配慮すべき内容を満たしており、この

変更による周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響はほとんどないものと認められること。 
   ２ 法第８条第１項に基づく市の意見および法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：２，４７２㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数：１７０台 
 
３ 駐輪場の収容台数：７５台 
 
４ 荷さばき施設の面積：１３６㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管施設の容量：３８m3 

 

６ 営業時間 
   開店時刻：午前１０時 
   閉店時刻：午後１１時 
 
７ 駐車場利用可能時間帯 

午前９時３０分～午後１１時３０分 
 

８ 駐車場の出入口の数：４か所 
 
９ 荷さばき可能時間帯 

午前９時～午後６時 



報告案件 ２                変更事項届出の概要（法附則第５条第１項） 
 
 報告案件の概要                                       ＜店舗概要＞ 

（１） 大規模小売店舗の名称：鈴木ビル 
（２） 所在地       ：船橋市藤原３丁目２９０番６７ 
（３） 建物設置者     ：鈴木 淳外１名 
（４） 小売業者名     ：株式会社 ヨークマート（食料品スーパー） 
（５） 変更しようとする事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
（変更前） 午前１０時～午後９時 
（変更後） 午前９時～午後９時（(株)ヨークマートは午後１１時） 

     ②来客が駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前） 午前９時４５分～午後９時１５分 

        （変更後） 午前８時４５分～午後１１時３０分 
      変更年月日   平成１５年７月１２日 
 
（６）処理経過： 

    ①届出日     平成１５年７月９日 
    ②公告縦覧期間  平成１５年７月２５日～１５年１１月２５日 
    ③説明会     日時：平成１５年９月１日  ①午後５時３０分～ ②午後７時～ 
                  
（７）市町村・住民等の意見： 
   ・船橋市の意見  なし 
   ・住民等の意見  なし 
 
（８）県の意見   「意見なし」   平成１６年２月３日通知 
  ＜理由＞ 

１ 当該変更は、営業時間等を変更するものでその変更が夜間に及ぶものではあるが、騒音等の予測結果が指針による配慮すべき内容を満たしており、こ

の変更による周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響はほとんどないものと認められること。 
   ２ 法第８条第１項に基づく市の意見および法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：２，１５２㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数：１１９台 
 
３ 駐輪場の収容台数：７９台 
 
４ 荷さばき施設の面積：１１４㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管施設の容量：３１m3 

 

６ 営業時間 
   開店時刻：午前９時 
   閉店時刻：午後９時（ヨークマートは

午後１１時） 
 
７ 駐車場利用可能時間帯 

午前８時４５分～午後１１時３０分 
 

８ 駐車場の出入口の数：３か所 
 
９ 荷さばき可能時間帯 

午前６時～午後１０時 



報告案件 ３                 変更事項届出の概要（法第６条第２項） 
 
 報告案件の概要                                       ＜店舗概要＞ 

（１） 大規模小売店舗の名称：清宮ショッピングビル 
（２） 所在地       ：成田市飯田町字北向野１５８番地４ 
（３） 建物設置者     ：清宮あい子外２名 
（４） 小売業者名     ：株式会社 ヨークマート（食料品スーパー） 
（５） 変更しようとする事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
（変更前） 午前１０時（年間１２０日午前９時）～午後９時 
（変更後） 午前９時～午後１１時 

     ②来客が駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前） 午前９時４５分～午後９時１５分 

（年間１２０日午前８時４０分～午後９時３０分） 
        （変更後） 午前８時４０分～午後１１時３０分 
      変更年月日   平成１５年７月１２日 
 
（６）処理経過： 

    ①届出日     平成１５年７月９日 
    ②公告縦覧期間  平成１５年７月２５日～１５年１１月２５日 
    ③説明会     日時：平成１５年９月３日  ①午後５時～ ②午後７時～ 
                  
（７）市町村・住民等の意見： 
   ・成田市の意見  なし 
   ・住民等の意見  なし 
 
（８）県の意見   「意見なし」   平成１６年２月３日通知 
  ＜理由＞ 

１ 当該変更は、営業時間等を変更するものでその変更が夜間に及ぶものではあるが、騒音等の予測結果が指針による配慮すべき内容を満たしており、こ

の変更による周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響はほとんどないものと認められること。 
   ２ 法第８条第１項に基づく市の意見および法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１，３００㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数：１６７台 
 
３ 駐輪場の収容台数：５５台 
 
４ 荷さばき施設の面積：８㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管施設の容量：２０m3 

 

６ 営業時間 
   開店時刻：午前９時 
   閉店時刻：午後１１時 
 
７ 駐車場利用可能時間帯 

午前８時４０分～午後１１時３０分 
 

８ 駐車場の出入口の数：２か所 
 
９ 荷さばき可能時間帯 

午前６時～午後８時 



報告案件 ４                変更事項届出の概要（法附則第５条第１項） 
 
 報告案件の概要                                       ＜店舗概要＞ 

（１） 大規模小売店舗の名称：利根川ビル 
（２） 所在地       ：船橋市習志野台３丁目６番１ 
（３） 建物設置者     ：利根川 彰外４名 
（４） 小売業者名     ：株式会社 ヨークマート（食料品スーパー） 
（５） 変更しようとする事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
（変更前） 午前１０時～午後９時 
（変更後） 午前９時～午後１１時 

     ②来客が駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前） 午前９時４５分～午後９時１５分 

        （変更後） 午前８時４５分～午後１１時３０分 
      変更年月日   平成１５年７月１２日 
 
（６）処理経過： 

    ①届出日     平成１５年７月９日 
    ②公告縦覧期間  平成１５年７月２５日～１５年１１月２５日 
    ③説明会     日時：平成１５年８月２５日  ①午後５時～ ②午後７時～ 
                  
（７）市町村・住民等の意見： 
   ・船橋市の意見  なし 
   ・住民等の意見  なし 
 
（８）県の意見   「意見なし」   平成１６年２月３日通知 
  ＜理由＞ 

１ 当該変更は、営業時間等を変更するものでその変更が夜間に及ぶものではあるが、騒音等の予測結果が指針による配慮すべき内容を満たしており、こ

の変更による周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響はほとんどないものと認められること。 
   ２ 法第８条第１項に基づく市の意見および法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１，１７４㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数：７２台 
 
３ 駐輪場の収容台数：６０台 
 
４ 荷さばき施設の面積：７８㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管施設の容量：１８m3 

 

６ 営業時間 
   開店時刻：午前９時 
   閉店時刻：午後１１時 
 
７ 駐車場利用可能時間帯 

午前８時４５分～午後１１時３０分 
 

８ 駐車場の出入口の数：４か所 
 
９ 荷さばき可能時間帯 

午前６時～午後１０時 



報告案件 ５                 変更事項届出の概要（法附則第５条第１項） 
 
 報告案件の概要                                       ＜店舗概要＞ 

（１） 大規模小売店舗の名称：夏鈴ビル 
（２） 所在地       ：船橋市夏見台２丁目６８２番３ 
（３） 建物設置者     ：有限会社 夏鈴 代表取締役 鈴木 秀雄 
（４） 小売業者名     ：株式会社 ヨークマート（食料品スーパー） 
（５） 変更しようとする事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
（変更前） 午前１０時～午後９時 
（変更後） 午前９時～午後１１時 

     ②来客が駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前） 午前９時４５分～午後９時１５分 

        （変更後） 午前８時４５分～午後１１時３０分 
      変更年月日   平成１５年７月１２日 
 
（６）処理経過： 

    ①届出日     平成１５年７月９日 
    ②公告縦覧期間  平成１５年７月２５日～１５年１１月２５日 
    ③説明会     日時：平成１５年８月２７日  ①午後５時～ ②午後７時～ 
                  
（７）市町村・住民等の意見： 
   ・船橋市の意見  なし 
   ・住民等の意見  なし 
 
（８）県の意見   「意見なし」   平成１６年２月３日通知 
  ＜理由＞ 

１ 当該変更は、営業時間等を変更するものでその変更が夜間に及ぶものではあるが、騒音等の予測結果が指針による配慮すべき内容を満たしており、こ

の変更による周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響はほとんどないものと認められること。 
   ２ 法第８条第１項に基づく市の意見および法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１，２８３㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数：１５４台 
 
３ 駐輪場の収容台数：４８台 
 
４ 荷さばき施設の面積：８９㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管施設の容量：２０m3 

 

６ 営業時間 
   開店時刻：午前９時 
   閉店時刻：午後１１時 
 
７ 駐車場利用可能時間帯 

午前８時４５分～午後１１時３０分 
 

８ 駐車場の出入口の数：１か所 
 
９ 荷さばき可能時間帯 

午前６時～午後１０時 



報告案件 ６                 変更事項届出の概要（法第６条第２項） 
 
 報告案件の概要                                       ＜店舗概要＞ 

（１） 大規模小売店舗の名称：津田沼ショッピングスクエア（津田沼１２番街ビル） 
（２） 所在地       ：習志野市津田沼１丁目２０３９番地ほか 
（３） 建物設置者     ：新京成電鉄株式会社 代表取締役 梅崎 利秋 
（４） 小売業者名     ：株式会社 イトーヨーカ堂（ＧＭＳ）ほか 
（５） 変更しようとする事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
（変更前） 午前９時～午後９時５０分 
（変更後） 午前９時～午後１１時 

     ②来客が駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前） 午前７時～午後１０時 

        （変更後） 午前７時～午後１１時３０分 
      変更年月日   平成１５年８月１日 
 
（６）処理経過： 

    ①届出日     平成１５年７月１０日 
    ②公告縦覧期間  平成１５年８月１日～１５年１２月１日 
    ③説明会     日時：平成１５年８月２９日  ①午後５時～ ②午後７時～ 
                  
（７）市町村・住民等の意見： 
   ・習志野市の意見  なし 
   ・住民等の意見  なし 
 
（８）県の意見   「意見なし」   平成１６年２月３日通知 
  ＜理由＞ 

１ 当該変更は、営業時間等を変更するものでその変更が夜間に及ぶものではあるが、騒音等の予測結果が指針による配慮すべき内容を満たしており、こ

の変更による周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響はほとんどないものと認められること。 
   ２ 法第８条第１項に基づく市の意見および法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：２０，１８３㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数：７３０台 
 
３ 駐輪場の収容台数：２５３台 
 
４ 荷さばき施設の面積：７１３㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管施設の容量：９１m3 

 

６ 営業時間 
   開店時刻：午前９時 
   閉店時刻：午後１１時 
 
７ 駐車場利用可能時間帯 

午前７時～午後１１時３０分 
 

８ 駐車場の出入口の数：４か所 
 
９ 荷さばき可能時間帯 

午前５時～午後７時 



報告案件 ７                 変更事項届出の概要（法附則第５条第１項） 
 
 報告案件の概要                                       ＜店舗概要＞ 

（１） 大規模小売店舗の名称：船橋ツインビル 
（２） 所在地       ：船橋市本町７丁目２０番地１ 
（３） 建物設置者     ：船橋北口開発株式会社 代表取締役 鈴木 正 
（４） 小売業者名     ：株式会社 イトーヨーカ堂（ＧＭＳ） 
（５） 変更しようとする事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
（変更前） 午前１０時～午後９時（年間６０日は午前９時～午後９時） 
（変更後） 午前９時～午後１０時 

     ②来客が駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前） 午前９時３０分～午後９時３０分 

        （変更後） 午前８時３０分～午後１０時３０分 
      変更年月日   平成１５年７月１１日 
 
（６）処理経過： 

    ①届出日     平成１５年７月１０日 
    ②公告縦覧期間  平成１５年８月１日～１５年１２月１日 
    ③説明会     日時：平成１５年８月２８日  ①午後５時～ ②午後７時～ 
                  
（７）市町村・住民等の意見： 
   ・船橋市の意見  なし 
   ・住民等の意見  なし 
 
（８）県の意見   「意見なし」   平成１６年２月３日通知 
  ＜理由＞ 

１ 当該変更は、営業時間等を変更するものでその変更が夜間に及ぶものではあるが、騒音等の予測結果が指針による配慮すべき内容を満たしており、こ

の変更による周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響はほとんどないものと認められること。 
   ２ 法第８条第１項に基づく市の意見および法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：２０，１４５㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数：４４５台 
 
３ 駐輪場の収容台数：９５６台 
 
４ 荷さばき施設の面積：７９４㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管施設の容量：９７m3 

 

６ 営業時間 
   開店時刻：午前９時 
   閉店時刻：午後１０時 
 
７ 駐車場利用可能時間帯 

午前８時３０分～午後１０時３０分 
 

８ 駐車場の出入口の数：７か所 
 
９ 荷さばき可能時間帯 

午前６時～午後１０時 



報告案件 ８                 変更事項届出の概要（法附則第５条第１項） 
 
 報告案件の概要                                       ＜店舗概要＞ 

（１） 大規模小売店舗の名称：ヨークマート咲が丘店 
（２） 所在地       ：船橋市咲が丘１丁目３９６番３１９ほか 
（３） 建物設置者     ：川上 とし外２名 
（４） 小売業者名     ：株式会社 ヨークマート（食料品スーパー） 
（５） 変更しようとする事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
（変更前） 午前１０時～午後９時 
（変更後） 午前９時～午後９時４５分 

     ②来客が駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前） 午前９時４５分～午後９時１５分 

        （変更後） 午前８時３０分～午後１０時 
      変更年月日   平成１５年７月１２日 
 
（６）処理経過： 

    ①届出日     平成１５年７月１１日 
    ②公告縦覧期間  平成１５年８月１日～１５年１２月１日 
    ③説明会     日時：平成１５年８月２７日  午後７時～ 
                  
（７）市町村・住民等の意見： 
   ・船橋市の意見  なし 
   ・住民等の意見  なし 
 
（８）県の意見   「意見なし」   平成１６年２月３日通知 
  ＜理由＞ 

１ 当該変更は、営業時間等を変更するものでその変更が夜間に及ぶものではないが、騒音等の予測結果が指針による配慮すべき内容を満たしており、こ

の変更による周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響はほとんどないものと認められること。 
   ２ 法第８条第１項に基づく市の意見および法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１，４５２㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数：１４９台 
 
３ 駐輪場の収容台数：１４７台 
 
４ 荷さばき施設の面積：１７９㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管施設の容量：２１m3 

 

６ 営業時間 
   開店時刻：午前９時 
   閉店時刻：午後９時４５分 
 
７ 駐車場利用可能時間帯 

午前８時３０分～午後１０時 
 

８ 駐車場の出入口の数：１か所 
 
９ 荷さばき可能時間帯 

午前６時～午後１０時 



報告案件９                    変更事項届出の概要（法附則第 5 条第 1 項） 
 
 報告案件の概要 

（１）大規模小売店舗の名称  「野田川間岡部ビル」                       ＜届出概要＞ 
（２）所在地  野田市春日町１３番１ほか 
（３）建物設置者 有限会社岡部  
（４）小売業者名 株式会社ヨークマート  

 （５）変更しようとする事項 
・開店時刻及び閉店時刻  （変更前）午前１０時～午後８時３０分 

（変更後）午前９時～午後１１時 
・駐車場の利用時間帯 
   （変更前）午前９時４５分～午後８時４５分  

（変更後）午前８時４５分～午後１１時１５分 
・変更年月日 平成１５年７月１２日 

 （６）処理経過 
①届出日  平成１５年７月８日  
②公告縦覧期間  平成１５年７月２５日～１１月２５日 
③説明会開催日等 平成１５年８月１８日(月)第 1 回 午後５時～  

                        第 2 回 午後 7 時～  
（７）市町村・住民等の意見       

   ・野田市の意見  あり 
・住民等の意見  なし 

 （８）県の意見   意見なし  平成１６年１月２７日通知 
   ＜理由＞①当該変更は、営業時間等を変更するものであるが、騒音等の予測結果が指針による配慮す 

べき内容を満たしており、交通、廃棄物等では問題はなく、周辺地域の生活環境に及ぼす 

影響はほとんど無いものと認められること。 

       ②法第８条第１項に基づく野田市の意見には適正な対応がなされ、法第８条第２項に基づく 

住民等の意見が無かったこと。       

 
１ 店舗面積： １，６５５㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数： ９２台 
 
３ 駐輪場の収容台数： １００台 
 
４ 荷さばき施設の面積： １０２㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管容量：  ２２ｍ３ 

６ 営業時間 
開店時刻：午前９時 
閉店時刻：午後１１時 

 
７ 駐車場利用可能時間帯：午前８時４５分～ 

午後１１時１５分 
８ 駐車場の出入口の数：１ヵ所 
 
９ 荷さばき可能時間帯：午前６時～午後１０時 



報告案件１０                    変更事項届出の概要（法附則第５条第１項） 
 
 報告案件の概要    

（１）大規模小売店舗の名称  「岡本ショッピングセンター」                   ＜届出概要＞ 
（２）所在地  流山市平和台３丁目１番地１０ほか 
（３）建物設置者  岡本美智子ほか 
（４）小売業者名  株式会社ヨークマート 

 （５）変更しようとする事項 
・開店時刻及び閉店時刻   （変更前）午前１０時～午後９時 
              （変更後）午前９時～午後１１時              
・駐車場利用できる時間帯 （変更前）午前９時４５分～午後９時１５分 
            （変更後）午前８時４５分～午後１１時１５分 

・変更年月日 平成１５年７月１２日 
 （６）処理経過 

①届出日  平成１５年７月８日  
②公告縦覧期間  平成１５年７月２５日～１１月２５日 
③説明会開催   平成１５年８月１８日 第１回午後５時～ （第２回）午後７時～ 

 （７）市町村・住民等の意見 
   ・流山市の意見 なし 

・住民等の意見  なし               
 （８）県の意見   意見なし  平成１６年２月３日通知 

＜理由＞  
① 当該変更は、営業時間を変更するもので、「延刻に伴う騒音の予測調査結果」において指針に 

よる配慮すべき内容を満たしており、周辺地域の生活環境に及ぼす影響はほとんでないもの 
と認められる。 

② 法第８条第１項に基づく市の意見及び法第８条第２項に基づく住民等の意見が無かったこと。 
 

 
１ 店舗面積：   １，４９４㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数： １２０台 
 
３ 駐輪場の収容台数：  ７２台 
 
４ 荷さばき施設の面積： ４２㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管容量： ２９ｍ３ 

６ 営業時間 
開店時刻：午前９時 
閉店時刻：午後１１時 

 
７ 駐車場利用可能時間帯：午前８時４５分～ 

午後１１時１５分 
８ 駐車場の出入口の数：４ヵ所 

 
９ 荷さばき可能時間帯：午前６時～午後１０時 

 



報告案件１１                    変更事項届出の概要（法第６条第２項） 
 
 報告案件の概要 

（１）大規模小売店舗の名称  「松戸ビルヂング・三井生命松戸ビル」               ＜届出概要＞ 
（２）所在地  松戸市松戸字坂下１３０７番地１ほか 
（３）建物設置者  松戸市長ほか 
（４）小売業者名  ㈱伊勢丹ほか 

 （５）変更しようとする事項 
・駐車場の自動車の出入口の数及び位置 （変更前）８ヶ所 （変更後）９ヶ所 
・変更年月日 平成１５年８月１日 

 （６）処理経過 
①届出日  平成１５年７月１０日  
②公告縦覧期間  平成１５年８月１日～１２月１日 
③軽微変更協議  平成１５年７月１０日 

 （７）市町村・住民等の意見 
   ・松戸市の意見  なし 

・住民等の意見  なし 
 （８）県の意見   意見なし  平成１６年１月２７日通知 

＜理由＞  
① 当該変更は、一部契約駐車場を変更するものであり、変更後の駐車場周辺の騒音も基準値を満 

たしており、交通、廃棄物等にも問題はなく、周辺地域の生活環境に及ぼす影響がほとんどな 
 いものと認められる。 

② 法第８条第１項に基づく松戸市の意見及び法第８条第２項に基づく住民等の意見が無かったこと。 
  
  

 
１ 店舗面積： ３１，２６８㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数： ９８７台 
 
３ 駐輪場の収容台数： ２４９台 
 
４ 荷さばき施設の面積： ４７５㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管容量： １６７ｍ３ 

６ 営業時間 
開店時刻：午前１０時 
閉店時刻：午後８時 

 
７ 駐車場利用可能時間帯：午前９時３０分～ 

午後９時３０分 
８ 駐車場の出入口の数：９ヵ所 
 
９ 荷さばき可能時間帯：午前７時～午後８時 



報告案件 １２               変更事項届出の概要（法第６条第２項） 
 
報告案件の概要 

（１）大規模小売店舗の名称  イトーヨーカ堂君津店                     ＜届出概要＞ 
（２）所在地    君津市東坂田２丁目６番地１ほか 
（３）建物設置者  株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 井坂榮 
（４）小売業者名  株式会社イトーヨーカ堂ほか（ＧＭＳ） 
（５）変更しようとする事項 

   ・大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
  （変更前）午前１０時～午後 ９時 
  （変更後）午前 ９時～午後１１時 

   ・来客が駐車場を利用することができる時間帯 
      （変更前）午前９時３０分～午後 ９時３０分 
      （変更後）午前８時３０分～午後１１時３０分 
   ・荷捌き施設を利用できる時間帯 
      （変更前）午前６時～午後４時 
      （変更後）午前６時～午後１０時 
   ・変更年月日  平成１５年７月９日 
（６）処理経過 
  ①届出日  平成１５年７月８日 
  ②公告縦覧期間  平成１５年７月１８日～１１月１８日 
  ③説明会  日時 平成１５年９月４日 第１回 午後５時～、第２回 午後７時～ 
        場所 イトーヨーカ堂君津店（君津市） 
（７）市町村・住民等の意見 

   ・君津市の意見   ①駐車場出入口の照明施設の充実について 
             ②市道に駐車することのないよう適切な駐車場及び駐輪場への誘導について 
             ③荷捌き施設に取り付く市道における歩行者の安全確保について 
  ・住民等の意見   なし 
 

１ 店舗面積：５，９１０㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数：２１８台 
 
３ 駐輪場の収容台数：８２台 
 
４ 荷さばき施設の面積：２４５㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管施設の容量：２０９ｍ３ 
 
６ 営業時間 
・ 開店時刻：午前 ９時 
・ 閉店時刻：午後１１時 

 
７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時３０分～午後１１時３０分 
 
８ 駐車場の出入口の数：６か所 
 
９ 荷さばき可能時間帯：午前６時 

～午後１０時 



 （８）県の意見  「意見なし」  平成１６年２月２３日通知 
    <理由> 

１ 当該変更届出については、営業時間等を変更するもので、その変更が夜間（午後１０時以降）に及ぶものであるが、騒音等の予測結果が 
指針による配慮すべき内容を概ね満たしており、この変更による周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響はほとんどないと認められること。 

     ２ 市意見については、設置者から市意見に対応する旨の報告書が提出され、 
① 現状でも適宜照明の配置をしているが、今後も状況に応じて増設等の対策を講じる。 
② 店内放送や看板等により、路上駐車に注意を促す。 
③ 荷捌き施設周辺に警備員を配置し、歩行者への安全確保を図る。 
法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

 



報告案件 １３                変更事項届出の概要（法附則第５条第１項） 
 
 報告案件の概要                                       ＜店舗概要＞ 

（１） 大規模小売店舗の名称：斎藤ビル 
（２） 所在地       ：四街道市大日字緑ケ丘４２９番地５ほか 
（３） 建物設置者     ：齋藤創業株式会社 代表取締役 齋藤 ミツ 
（４） 小売業者名     ：株式会社 イトーヨーカ堂（ＧＭＳ） 
（５） 変更しようとする事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
（変更前） 午前１０時（年間 60 日午前 9 時）～午後９時（年間 60 日午後 10 時） 
（変更後） 午前９時～午後１１時 

     ②来客が駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前） 午前９時３０分～午後９時３０分（年間 60 日午後 10 時 30 分） 

        （変更後） 午前８時 30 分～午後１１時 30 分 
      変更年月日   平成１５年８月２日 
 
（６）処理経過： 

    ①届出日     平成１５年８月１日 
    ②公告縦覧期間  平成１５年８月１５日～１５年１２月１５日 
    ③説明会     日時：平成１５年９月１２日  ①午後５時～ ②午後７時～ 
                  
（７）市町村・住民等の意見： 
   ・四街道市の意見  なし 
   ・住民等の意見  なし 
 
（８）県の意見   「意見なし」   平成１６年２月２３日通知 
  ＜理由＞ 

１ 当該変更は、営業時間等を変更するものでその変更が夜間に及ぶものではあるが、騒音等の予測結果が指針による配慮すべき内容を満たしており、こ

の変更による周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響はほとんどないものと認められること。 
   ２ 法第８条第１項に基づく市の意見および法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１０，６７２㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数：７２２台 
 
３ 駐輪場の収容台数：２２８台 
 
４ 荷さばき施設の面積：７３７㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管施設の容量：６０m3 

 

６ 営業時間 
   開店時刻：午前９時 
   閉店時刻：午後１１時 
 
７ 駐車場利用可能時間帯 

午前８時３０分～午後１１時 30 分 
 

８ 駐車場の出入口の数：６か所 
 
９ 荷さばき可能時間帯 

午前６時～午後１０時 



報告案件 １４               変更事項届出の概要（法第６条第２項） 
 
 報告案件の概要                                       ＜店舗概要＞ 

（１） 大規模小売店舗の名称：マルエツ東習志野店 
（２） 所在地       ：船橋市習志野５丁目２０５９番４ほか 
（３） 建物設置者     ：株式会社 マルエツ 代表取締役 太田 清徳ほか 
（４） 小売業者名     ：株式会社 マルエツ（食料品スーパー） 
（５） 変更しようとする事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
（変更前） 午前１０時（年間 60 日午前 9 時）～翌午前０時 
（変更後） 午前１０時～翌午前１０時 

     ②来客が駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前） 午前９時３０分（年間 60 日午前８時 30 分）～翌午前０時３０分 

        （変更後） 午前１０時～翌午前１０時 
      変更年月日   平成１５年９月２日 
 
（６）処理経過： 

    ①届出日     平成１５年８月６日 
    ②公告縦覧期間  平成１５年９月５日～１６年１月５日 
    ③説明会     日時：平成１５年９月９日  ①午前１１時～ ②午後２時～ 
                  
（７）市町村・住民等の意見： 
   ・船橋市の意見  なし 
   ・住民等の意見  なし 
 
（８）県の意見   「意見なし」   平成１６年２月２３日通知 
  ＜理由＞ 

１ 当該変更は、営業時間等を変更するものでその変更が夜間に及ぶものではあるが、騒音等の予測結果が指針による配慮すべき内容を満たしており、こ

の変更による周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響はほとんどないものと認められること。 
   ２ 法第８条第１項に基づく市の意見および法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：７，９５４㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数：３５７台 
 
３ 駐輪場の収容台数：２４９台 
 
４ 荷さばき施設の面積：３６６㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管施設の容量：３９９m3 

 

６ 営業時間 
   開店時刻：午前１０時 
   閉店時刻：翌午前１０時 
 
７ 駐車場利用可能時間帯 

午前１０時～翌午前１０時 
 

８ 駐車場の出入口の数：３か所 
 
９ 荷さばき可能時間帯 

午前２時３０分～午後９時 



報告案件 １５               変更事項届出の概要（法第６条第２項） 
 
 報告案件の概要                                       ＜店舗概要＞ 

（１） 大規模小売店舗の名称：もねの里ショッピングプラザ 
（２） 所在地       ：四街道市物井字１４３９番地１６ほか 
（３） 建物設置者     ：株式会社新都市サービス 代表取締役 平井 健児 
（４） 小売業者名     ：（株）三徳（業種：食料品スーパー）、（株）ヤックス（業種：ドラックストア） 
（５） 変更しようとする事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻 
（変更前） 午後９時 
（変更後） 翌午前０時 

     ②来客が駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前） 午前８時～午後１０時 

        （変更後） 午前８時～翌午前０時 30 分 
      変更年月日   平成１５年８月７日 
 
（６）処理経過： 

    ①届出日     平成１５年８月６日 
    ②公告縦覧期間  平成１５年９月５日～１６年１月５日 
    ③説明会     日時：平成１５年９月１８日  ①午前１０時～ ②午後２時～ 
                  
（７）市町村・住民等の意見： 
   ・四街道市の意見  なし 
   ・住民等の意見   なし 
 
（８）県の意見   「意見なし」   平成１６年２月２３日通知 
  ＜理由＞ 

１ 当該変更は、営業時間等を変更するものでその変更が夜間に及ぶものではあるが、騒音等の予測結果が指針による配慮すべき内容を満たしており、こ

の変更による周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響はほとんどないものと認められること。 
   ２ 法第８条第１項に基づく市の意見及び法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１，９５１㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数：１６９台 
 
３ 駐輪場の収容台数：７０台 
 
４ 荷さばき施設の面積：９６㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管施設の容量：８７m3 

 

６ 営業時間 
   開店時刻：午前９時 
   閉店時刻：翌午前０時 
 
７ 駐車場利用可能時間帯 

午前８時～翌午前０時３0 分 
 

８ 駐車場の出入口の数：２か所 
 
９ 荷さばき可能時間帯 

午前５時～午後１０時 



報告案件 １６               変更事項届出の概要（法第６条第２項） 
 
 報告案件の概要                                       ＜店舗概要＞ 

（１） 大規模小売店舗の名称：株式会社西友下総中山店 
（２） 所在地       ：船橋市本中山２丁目１７番２７号 
（３） 建物設置者     ：株式会社 ジェイアール東日本都市開発 代表取締役 力村 周一郎 
（４） 小売業者名     ：（株）西友（業種：食料品スーパー） 
（５） 変更しようとする事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
（変更前） 午前１０時（年間 30 日午前 9 時）～午後 11 時 
（変更後） 午前 8 時～翌午前１時 

     ②荷捌きを行うことができる時間帯 
 （変更前） 午前６時～午後５時 

        （変更後） 午前６時～午後１０時 
      変更年月日   ①平成１５年９月１０日、②平成１５年１０月１日 
 
（６）処理経過： 

    ①届出日     平成１５年８月１１日 
    ②公告縦覧期間  平成１５年９月５日～１６年１月５日 
    ③説明会     日時：平成１５年８月２３日  ①午後２時～ ②午後６時～ 
                  
（７）市町村・住民等の意見： 
   ・船橋市の意見  なし 
   ・住民等の意見   なし 
 
（８）県の意見   「意見なし」   平成１６年２月２３日通知 
  ＜理由＞ 

１ 当該変更は、営業時間等を変更するものでその変更が夜間に及ぶものではあるが、騒音等の予測結果が指針による配慮すべき内容を満たしており、こ

の変更による周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響はほとんどないものと認められること。 
   ２ 法第８条第１項に基づく市の意見及び法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１，３２７㎡ 
 
２ 駐車場の収容台数：なし 
 
３ 駐輪場の収容台数：１５９台 
 
４ 荷さばき施設の面積：５０㎡ 
 
５ 廃棄物等の保管施設の容量：３０m3 

 

６ 営業時間 
   開店時刻：午前８時 
   閉店時刻：翌午前１時 
 
７ 駐車場利用可能時間帯： ――― 

 
８ 駐車場の出入口の数： ――― 
 
９ 荷さばき可能時間帯 

午前６時～午後１０時 


